
電話

(第 1

(第 4

(第 2

24 ～ 年度

④＝②×③ 900 900 900 0

　総　事　業　費 ①＋④ 3,865 3,900 3,900 0

人  件  費
（概算）

3,000

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

① 合　計 2,965 3,000 3,000 0

② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10

 地方債 0 0 0
直接事業費

 国支出金 0 0 0

 道支出金 0 0 0

 その他特財 0 0 0

 一般財源 2,965 3,000

【３ 費用の予定額 】 （単位：千円）

【事業費の推移】 22年度予定額 23年度予定額
24年度以降の予定額

毎年度（参考値）

手
　
　
段

※ 市が行う事務事業の具体的な実施内容（補助等の場合は、団体の活動内容）

平成22年度
臨時職員(事務補助員)として採用(2名)
　●賃金(通勤手当含む)　(4,860円＋582円)*243日*2名＝2,644,812円
　●社会保険料　　　　　(4,543円*12＋(8,637円*5月＋8,831円*7月))*2名＝319,036円

平成23年度
臨時職員(事務補助員)として採用(2名)
　●賃金(通勤手当含む)　(4,860円＋582円)*243日*2名＝2,644,812円
　●社会保険料　　　　　(4,543円*12＋(8,637円*5月＋8,831円*7月))*2名＝319,036円

平成24年度
以　　　降

臨時職員(事務補助員)として採用(2名)
　●賃金(通勤手当含む)　(4,860円＋582円)*243日*2名＝2,644,812円
　●社会保険料　　　　　(4,543円*12＋(8,637円*5月＋8,831円*7月))*2名＝319,036円

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

市内在住の障がいのある方

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

市の臨時職員への採用を行い、障がいのある方が自立して健やかに暮らしていくことを支
援。
障がい者、健常者の相互理解による「こころのバリアフリー」を目指す。

【２ 計　画 】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 安全で安心できるまち

節） 障害者福祉

施策） 社会参加の促進

【１ 事務事業の概要 】 

　障がいのある方が自立して健やかに暮らせるように支援するため、市の臨時職員として採用していくとともに、物
理的なバリアフリーから、障がい者、健常者の「こころのバリアフリー」が進むことを目指します。

事務事業開始年度 H22
根拠法令等 「障害者の雇用の促進等に関する法律」

〃  終了予定年度

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 高田信夫 課長職名 藤木幹久 作成日 平成21年12月1日

別紙 ５　　　　平成２１年度 事務事業評価調書（新規用）
北広島市

整理番号 ２ 事務事業名 障がい者雇用創出事業 作成部署 総務部職員課 726



単位

人

① 人

② 日

③

④

①

②

③

評点

□ ■

■

□

□

■

□

□

総　合　判　定 説　　　　　明　（内部評価委員会の意見）

　実施する

　障がいのある方が自立して健やかに暮らせるよう支援する。　再検討（見送り）

　実施しない

【事業担当部局による説明】

　障がい者雇用創出事業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の主旨を基
に、障がいのある方が自立して健やかに暮らせるように支援するため、厳しい経済状況の
中、行政が率先して雇用を創出するものである。また、障がい者雇用については、社会・
時代の要請とも言えるものであり、「こころのバリアフリー」実現に向けて熟度は高まっ
ており、実施が望まれる。

【６ 総合判定と説明 】

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどなく、市で実施していく。

民間等での実施または市民等との協働が可能であり、検討していく。

民間等で実施または協働して取り組んでいく。

緊
急
性

・すぐに実施する必要があるか
　（緊急度合）
・熟度は高まっているか

4
　障がい者雇用については社会、時代の要請とも言える
ものであり、「こころのバリアフリー」実現に向けて熟
度は高まっている。

評点区分 　　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

　主に人件費であり、概ね適切である。
　障がいの程度によって、事務作業等の効率性におい
て、若干健常者を下回ることが予想されるが、健常者と
賃金格差を設けることは、事業の趣旨からも不適切であ
る。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

4
　障がいのある方も健常者も共に過ごしやすいまちであ
ることを目指す当市において、偏りはない。

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

4

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」の主旨を基
に、障がいのある方が自立して健やかに暮らせるように
支援するため、厳しい経済状況の中、行政が率先して雇
用を創出していくことで社会への寄与を目指すものであ
る。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　障がいのある方が働きやすい環境をハードのみらずソ
フト面からも創出していくことが必要である。

【５ 評　価 】

チ ェ ッ ク 項 目 選択理由、説明等

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

採用継続期間率
％

実勤務日数/勤務所定日数 100% 100% 100%

応募数/採用数(倍率) 10 10 10

応募倍率
倍

484活 動
指 標

応募数 20 20 20

採用継続期間数(勤務日数*採用数) 484 484

基 本
指 標

臨時職員採用数 2 2 2

指　　　標　　　名 22年度目標 23年度目標 24年度目標 最終目標

整理番号 ２
【４ 指　標 】

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値


